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団地 と言う新 しい地域社会にもいろいろの集

団や組織があるが,運 営上もつともむつかしい

のは婦人会と老人会であるといわれてる。その

理由はいろいろあ り,ま た地域差 もあろうが,

わたしは現在その老人会のお世話をして3ヶ 年

を経過 した。前会長が家庭の事情により突然転

出を余儀なくされたので,そ のあとを無理矢理

に押 しつけられた形である。わたしより先輩の

す ぐれた適任者が何人かいられたが,退 会をほ

のめか して就任 を固辞 されたためである。長い

間研究室で過 ごしてきた実社会音痴のわた し

に,果 して勤まるであろうかと非常に迷った。

わたし自身ここに定住 して2年 過 ぎたころ,元

会長のお勧めで入会してはいたものの,肌 にあ

わない ものを感じていただけに迷いは深まった

が,誰 かがやらないと会そのものが崩潰すると

言われると,無 下にお断わ りすることもできな

くなった。

それから3年 間会のお世話をしてみると,そ

れまで気づかなかった会運営の舞台裏の苦心,

それぞれ境遇を異にする会員個々の悩みやその

ライフヒス トリー,そ して現在おかれているそ

れらの人びとの家族的背景,地 域における老人

の人間関係等々の実相が段々 とわかるように

なった。そんな気持で国や地方自治体の福祉施

策などをみると,そ れが宙に浮いたもののよう

に思われ淋 しい気持 ちになるのであった。"老

人に憩いの場を"と いっても,現 代の核家族中

心の社会では,家 族内部において も,近 隣地域

社会においても,老 人の心を温か く開いて くれ

るものは殆んどない。"い ずれは誰 も…"と わ

かっていても親身になるとい う人は少ない。
"老春の家"と か"憩 いの家"と 称するものは

あるが,加 令 に随ってそこへ出かける意欲 も体

力 もない。家庭 と各種施設 との問に,も っと気

軽に利用できる身近かな"団 変の場"は ないの

であろうか。在宅福祉 と医療施設との問には,

多 くの段階のきめ細かな配慮が望まれる。自助

努力を限 りな く生かして,老 人相互が自助激励

しつつ 日々を生 きる断面に着 目すれば,そ こに

いろいろな構想が浮かんで来ると思われる。人

間は誰でも,自 己の多年にわたる経験から体得

した技術や知恵をもっており,そ れを他人との

人間関係のなかで生かしたいと願っている。そ

んなことを考えなが らいま,わ たしが所属する

N老 人クラブの実態を紹介 し,老 人の生 き方を

読者諸賢とともに考えてみたいと思う。

第1節 組織上の問題点

1.老 人会加入率

N老 人 会 はS.52年2月 団 地 街 区(同 年12

月,世 帯 数876,人 口3,351),の 形 成 が ほ ぼ 完

成 した とき,自 治 会 と と もに発 足 した もので あ

る。 「地 域 内 に住 む満60才 以 上 の者 」 で 組 織 さ

れ(会 則 第2条),当 初81名 の会 員 を擁 した が,

そ の 後 漸 増 して57年 に は100名 を 越 え た(表

1)。 しか しその後 は徐々に減少 に転 じ現在

(平成2年2月1日)は76名(但 し,そ のうち

7名 は近隣地区在住 のゲー トボール会員であ

る)に 減少 した。減少の主な理由は死亡であ

り,発 足後10年余 りの問に実に39名を数える。

他方,発 足以来の会員で現存者も25人いる。ま

た退会者や転出者 もあった。男女比はおよそ3

対7で 女性がはるかに多い。会員を年令別にみ
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図1会 員 の年令 別 コーホ ー ト
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表1会 員数の変遷

年 度
会 員 数

(男 ・女)
死亡者数 会 長 名

S.51(1976) 81 1 H,Y氏

〃52 87 5 〃

53 80 3 〃

〃54 82(25,57) 3 K,M氏

55(1980) 100 6 Y,H氏

〃56 100 1 Z,Y氏

57 101(35,66) 2 〃

〃58 95(30,65) 2 ク

〃59 88(29,59) 4 H,Y氏(再)

60(1985) 74 3 〃

〃61 67 4 E,K氏

〃62 66(20,46) 2 E,Y氏

63 66(%) 1 〃

H.1 76(18,51) 2 〃

2(1990) 75(22,53) (計39) 〃

表2年 齢別加入率

年 齢 別 高齢者数 加入者数 加入 率(%)

60-一 一64 ? (3) ?

65-一 一69 86 4 5

70～74 45 4 9

75-79 68 22 32

80～84 49 23 47

..

24 12 50

90-一 4 1 25

計 276 66(+3) 24

[注]① 高齢者名簿 には,65歳 以上が記載 されてい る。

②加入者 の計 は,60～64歳 層 を除いてあ る。

(注)75名 の うち7名 は近隣のゲー トボール会員

..



たコーホー トは図1の ごとくである。70才 後

半,80歳 前半が合わせて65%,80才 後半17%を

加えると82%と なる。体質の老令化は一目瞭然

である。そこで期待 されるのは70才代前半と60

才代の新規加入である。幸にしてわた しの就任

後3年 間に19名(男7,女12)の 入会者があ

り,そ のうち60才代が7人 あったということで

ある。しかし,そ れは地域内住民のコーホー ト

の僅かに過ぎないのである。因みに,当 地区社

会福祉協議会が作成 した高令者名簿によると

(表2),65才 以上276名 のうち,老 人会に加入

しているものは66名(24%)に 過ぎない。加入

率の高いのは80才代で47～50%,次 いで70才代

後半の32%で ある。 しか し70才代前半になると

加入率は9%,60才 代後半になると5%に 急減

する。なぜであろうか。大きく別けて3つ の理

由があると推定される。

① 老人会そのものに魅力が感 じられない。
"いずれお世話になりたいと思うが もう少

ししたら考えてみたい"と いう答えが返っ

て来る。近年,い わゆる熟年思考型が多 く

なり"自 分はまだ老人ではない"と 考える

人が多 くなった。

②60才 代後半の人びとは一70才 代前半の人

でも一 かって自分が勤務 していた会社あ

るいは関連会社に嘱託やパー トで勤める

人 もあり,ま た自ら小会社 を経営する人

もある

③ 組織のなかで長年勤めてきたので当分 は

のん気に暮 らしたい,自 己の趣味を生か

したいと考える人 もあろう。

会運営の責任 をもつ者にとって,① の理由は

真剣に受け止めなければなるまい。会自体の運

営を工夫 して熟年層の積極的加入を待つよりほ

かに道はないのである。他方,ま ちづ くりのた

めの熟年層の組織が生 まれ,そ れが老人会への

加入と連動することを期待 したい。

2.役 員選出の在 り方

いかなる組織にも役員規定があるが,こ こで

は会長の選任方法を中心 として述べる。N老 人

会の下部組織は7つ の自治会地区毎に設けられ

る班組織である。そこから一年任期の地区幹事

2名 が選出され,会 の機関紙"あ けぼの"の 配

布や 日常の伝達などを分担する。会の発足後数

年間は各班の会員数がほぼ均等で10名 を割るこ

とはなかったが,現 在では4名,5名 の班 もあ

り,上 記の地区幹事を出すのに苦労 している。

隔年に幹事を引 き受けねばならないし,た とえ

10人以上の会員を持つ班でも加令による歩行機

能の衰退,家 庭の留守番機能を守るために任務

の遂行が危まれる。ここにも老人会体質の衰え

がみられる。

しかしこの地区幹事の集合体(幹 事会)こ そ

老人会の基盤であ りその役員選出の母胎 であ

る。会長選出の権限をもつからである。会の発

足当時会長は地区幹事会の協議により各班から

輪番に選出されることになっていたが,1～2

回の試行後輪番制が有名無実 となり,班 内から

でなく会員全体のなかから適任者を選ぶように

なった。一般的な傾向として新興団地の住民

(サラリーマン層が多い)は その能力 をもちな

がら役職就任 を忌避 し,そ の任期も1年 と最小

限に規定する傾向がある。民主的な考え方 とし

てそれにも一応の理があるが,任 期1年 では,

やっと仕事に慣れた段階で退任 となり,毎 年同

じことが くりかえされて新味も創造 もない。こ

のことが自覚 されたのかS.56年 頃から,班 の

輪番制でなく会員全体のなかから適任者を会長

として選出することとなったが,今 度は逆に会

長に重任 を乞 いそれに寄 りすがる傾向を助長

し,遂 には会長が病気退任に追い込まれる結果

も招来した。会の仕事(責 任)を 相互に分担 し

合うという思考が感熟 しないと会の発展は望み

得ない。いろいろと討議された後,会 長は"任

期2年,但 し重任は妨げない"と 改正された。

(平成元年4月 総会)。 これを実行するには会

長適任者(年 令的には75～65才)を なるべ く多

く会員中に保有で きるよう,新 規会員の加入に

努力する必要がある。女性会員が今後ますます

増加するので婦人部長にも適格者を温存すべ き

である。
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第2節 運営上の問題点

1.定 例会と月報の発行

会の運営上もっとも大切なのは,毎 月1回 第

1金 曜 日午後に開かれる定例会である。その出

席者は25名 内外(出 席率35%),年1回 の総会

(4月)を 兼ねる定例会では30名 を越える。欠

席者の多い理由としては,① 加令による歩行困

難や難聴 ②留守番役で出られない,③ 当 日所

要あり余儀なき欠席者であるが,最 近②の欠席

理由が多 くなっているようである。主婦のパー

トタイム勤務,孫 達の下校の遅いことや塾通い

に因るものと思われる。ルス番 という老人の家

族的機能は団地では一般に再確認 されて きたよ

うである。

定例会では議事や報告が行われるが,一 番の

楽しみは茶菓をよばれながらの雑談である。難

聴の人が多いので自然に声が大 きくなり,司 会

者 は申訳ない想 いでそれを中断するのである

が,こ の団変のなかから相互の友達関係が深ま

り,老 年者の地域連帯が進むものと考える。

〔注〕 毎年2月 の定例会では新年度役員の選出も

あり,30名 以上の出席が普通であるが,今 年は

積雪も21cm(S.28年奈良測候所開設以来の新記

録だった由)の ため出席者は僅かに11名。雪道

歩行の危険があり,本 人も家族もそれを心配し

て出席を中止したようであり,更めて加令によ

る会の体質老令化を感じた次第である。

老人は年毎に,否 日毎に老いて行 く。80才前

後のコーホー トが大きいこの老人会の場合 とく

にその感が深い。その老人層にとって唯一最大

の楽しいひと時が定例会なのである。欲ををい

えば1歩 進んで"何 時でも自由に集って話合え

る"小 さい施設が必要である。相互に家庭訪問

する機会は全 くない。客を招 じ入れる自らの個

室は仏壇やタンス,小 机を入れると,寝 床の空

間しかないというのが一般的である。

〔注〕 こんな状況のなかで,市 当局に懇請、地域

内の西児童公園に(こ こでは老人会のゲー ト

ボールも行われ,夏 祭りの場ともなる,幼 児や

学童たちの遊具 もある),背 持たれ付き,屋 根
あづまや

付 きの 四阿(東 屋)1基 をつ くって頂 いた。 しか

しスーパ ー店 か ら700mも 離 れ てお り,そ こか

ら四阿へ行 くのに も困難 を訴 える会 員が増 えつ

つある。他 方,地 区 の東端 に既 設の集会所が あ

るが,そ こへ行 くにはかな りの坂道 を上下 しな

ければ ならない。そ れに1部 の人び とを除 き行

動 半径 を越 える もの となった。地区内の班毎位

に,"小 さい憩 いの場"が あれば理想 的で ある。

欠席 会員 へ の情 報 伝 達 や 会 員 の 意見 発 表,随

想,句 会 だ よ り,会 員 の動 向 な どの記 事 を 載 せ

て 月1回 宛(1月 は 休 刊)月 報"あ け ぼ の"
なんなん

(2頁)を 発行 し,す でに100号 に 垂 として

いる。この月報はまた各自治会長や関係機関の

長にも配布 し,老 人会に対する理解を深めて頂

くこととしている。参考のために第84号 を例示

しょう。

2.会 員の活動

老人会の運営ない し活動の3本 の柱 として①

健康 ・運動,② 教養活動,③ 奉仕活動がある。

これはどこの単位老人会をみてもほぼ共通であ

るが,全 老連(全 国老人クラブ連合会)→ 県老

連→市老連→地区老連のタテの線を通して強調
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されている基本線である。N老 人会の活動につ

いて以下簡述 したい。

(1)健 康 ・運 動 ・リク リェ ー シ ョン

各 人 の 健 康 保 持 に就 い て は もち ろ ん 自己 管 理

に委 ね られ て い るが,会 員 に対 して 最 近 行 った

ア ンケ ー ト調査 の結 果 を紹 介 し ょう(表3)。

〔注〕 実施 はS.63年10月,全 会員 の78%に あた

る52人 のア ンケー ト。 うち26人 が当 日の定例 会

出席 者,26人 が郵 送 回答者,た また ま同数 と

な った。

体 調 が"ま あ まあ よい"が62%で 老 人 と はそ

ん な もの で あ ろ う。"非 常 に よい"が17%,"あ

ま りよ くな い"が19%で あ る。 これ らの 回 答 者

の 周 辺 に も っ と恵 まれ な い病 弱 の 人 び との存 在

が予想されるが,そ の実態は把握 し難い。受診

医 の うち一番多 いのは内科 で65%,眼 科が

43%,歯 科11%,外 科11%,耳 鼻科0%(以 上

複数回答)で ある。一般に老年化現象 としての

眼と耳の機能の低下は歩行運動や教養活動,社

会参加等の障害 となる。以上の回答者39人(13

人 は この項 につい て無 回答)の うち8人

(21%)は 病人を抱えている。つ まり5人 に1

人は家庭に病人をもっている。自分の健康保持

が精一杯であるのに,同 居親族の介護に心身疲

労する老人も多いわけである。将来高年令社会

が進んで3～4世 代同居家族が多 くなれば,介

護する者もされる者もともに70才以上の老人で

ある,と いう事態 も予想されるのである。

表3か らだの調子 ()は%

コーホー ト

体 調

A83才 以 上

(M.39以 前出生)

B82～77才

(M.40'一 一45)

C76才 以 下

(T.1以 後出生)
計

イ.非 常 に よい 2 0 6 s(17)

ロ.ま あ まあ よい 8 12 9 29(62)

ハ.あ ま り よ くな い 3 5 1 9(19)

二.ね た り起 きた り 1 0 0 1

ホ.無 回答 0 4 1 5

計 14(27) 21(40) 17(33) 52(100)

健康の保持だけでなく,体 力の増進と社会見

学を兼ねて年間数回の"歩 こう会"を 実施する

のもこの会の年中行事である。幸いに奈良市内

や近郊には由緒深い神社,仏 閣が多 くあ り,春

日神社や東大寺 ・興福寺を中心 とする奈良公園

界隈,薬 師時 ・唐招提寺のある西の京丘陵,法

華寺 ・不退寺 ・興福院 ・般若寺などのある佐保

丘陵,平 城宮址等へは何回となく足を運んだ。

いたる所で佛像や建築の粹にふれ,ま た遠 く飛

鳥地方の発掘跡や資料館,壺 坂寺の観音詣で,

今井町の旧い街並,フ ラワーセンターなどへも

出かけた。こうして年に数回実施 した歩こう会

も,加 令による足腰の衰えには克てず,現 在で

は春秋2回 に減 り,そ れも歩行距離2キ ロに短

縮,参 加人員 も漸減の傾向にある。70才 以上の

者に与えられる赤パス(無 賃乗車券)や 電車を

利用 して,で きるだけ行動半径を広げようと試

みているが,今 度は乗替に苦労するといった工

合である。

リクリェーションを中心 とした春の花見と秋

の紅葉狩 りは会員の最大の楽 しみである。花の

吉野山 ・信貴山,紅 葉の春 日山 ・多武峯まで出

かけたが,今 は近 くに花と紅葉の名所が少ない

のが残念である。いずれにせ よ,行 動範囲が小

さくなれば選択の巾も狭まり,そ の適地をきめ

るのに幹事 は苦労する。本人は参加 した くて

も,万 が一を考えて家族がとめるのも余儀ない

ことである。

(2)教 養i活動
はながた

この老人クラブの花形は教養活動である。と

くに同好会は会員の趣味に基づ くものであるか
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表4同 好会部門別補助金から見た変遷(単 位 千円)

年度部名
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H,1 2

旅 行 会 15 5 15 15 10
.一.

内 10 10 一 一 一 一 一 一 一

園 芸 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 一 一 一

座 談 会 10 15(手) 10 10 10 10 10 10 15 15 15 9 27 20

ハ イキ ング 10 10(歩) 10 10 10 訳 (以 下 ミ歩 こ う 会.と な り会 よ り 支 出) 一 一

俳 句 5 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 9 9 9

謡 曲 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 一 一 一 一

生 花 5 5 10 5 不 15 15 15 15 15 15 9 一 一

囲 碁 5 5 5 5 5 5 5 冖 一 一 一 一 一 一

手 芸 5 10 10 10 10 10 6 6 6

歌 謡 冖 10 10 10 15 明口 15 15 15 15 20 20 12 12 12

麻 雀 一 5 5 一 一 一 一 一 一 冖 冖 一 一 一 一

お ど り 一 一 一 10 15 15 15 15 20 15 20 12 12 12

詩 吟 一 _」 一 5 一 一 一 一 5 10 5 5 3 3 一

茶 道 一 一 一 一 15 15 15 15 15 15 15 9 9 12

ゲ ー トボ ー 丿レ
一 一 一 一 一 10 10 10 10 20 20 12 12 12

計
(千円)

75 85 85 105 110 115 125 135 125 145 150 145 81 90 83

(注)①56年 度 は部門別補 助額 が不 明である。②52年 ～57年 までの手芸 は座談会 にふ くまれ る。

ら,老 令になっても継続され歌謡,お どり,生

花,茶 道,ゲ ー トボール,座 談会等は,勉 強の

あとの座談の楽 しみも加わって盛大である。そ

のための公民館使用率は老人会が3分 の2を 占

める。いまその活動状況を補助金(老 人会予算

の4分 の1位)支 出の面からみると,表4の ご

とくである。表でみられるように,こ こにも趣

味嗜好の社会的変化や会員老令化,社 会環境の

影響などがみられる。麻雀 ・囲碁 ・謡曲などが

逐次姿を没 し,一 時盛大であった園芸活動は増

改築に伴う宅地空間(庭)の 狭小や日照時間の

減少,指 導者の老令化などで62年 に活動停止。

平成元年度には指導者の老令化で生花 も活動停

止。57年から開始されたゲートボール部 も試合

中心の傾向が強まったので脱退者が相継 ぎ,新

規加入者ゼロの状態である。一時盛大であった

同好会活動 も会員の加令とともに少 しかげりが

出初めた感 じである。

同好会とともに大切 なのは講演会 ・座談会等

の開催である。周知のように朝 日カルチ ャーを

始め,そ の他各種各様の企画が奈良地方で も実

行されているが,そ こまで出かける会員は少数

で あ る。 そ こで 一 つ の 試 み と して,(イ)関 心 の深

い テ ーマ を 中心 と し,(ロ)身 近 か な そ の道 の専 門

家 か ら,の な るべ く具 体 的 に …話 合 い もで きる

よ う な運 営 形 態 で,"お 話 を聴 く会"を 設 定 す

る こ と と した。62年 度 以 降,例 会 後1～1.5時

間 を利 用 して 数 回 そ の機 会 をつ くっ た。 講 師 は

いず れ も地 区内 居 住 者 で あ る。

(イ)1987,11,6㈹"N地 域(旧 村)の 歴 史 的変

遷"

講 師 松 本 三 郎 氏(元 市 議,N公 民 館 長,

N自 治 会 連 合 会 長)

(ロ)1987,12,4(金)"老 人 の 法律 相 談,遺 産相

続 と遺 言,先 物 商 法)"

講 師 上 坂 明 氏(弁 護士)

の1988,2,4團"絵 こ こ ろ … 日本 画 と 洋

画"

講 師 田 中嘉 郎 氏(洋 画 家,本 会 員)

←)1988,7,1(金)"老 後 の 私 は誰 が看 るか"

講 師 松 田末 作 氏(奈 良 市議 会 議 員)

(1)1989,2,1(金)"家 族 の 中 の老 人 と して"

講 師 井 上 サ トさん(本 会会 員,87才)

(01989,5,5㈹"地 域 ぐるみ の社 会福 祉"
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講師 先山重雄氏(地 区社会福祉協議会

長)

この地区には各界で現に活躍 している人,リ

タイヤー組の人びとの中に,い わゆる名士 と呼

ばれる人が沢山あるといわれるが,住 民の職業

や経歴に関する情報は全 く得 られず,適 材の発

堀に苦心を要する。

S.63年 総務庁調査 によると(1988,9,15

敬老 の 日 朝 日新 聞,全 国の60才 以上男 女

3,000人の抽出調査),男 性の43%,女 性の31%

が自主グループや団体の活動に参加 している由

であるが,当 地域ではサラリーマン層出身が多

いためか,男 性 よりも女性の方がより積極的に

参加しているようである。総務庁老人対策室で

は"高 令者の豊かな知識 ・経験を生か し,地 域

社会に貢献できるような環境づ くりが必要"と

述べているが,本 会の場合,会 員自身の老令化

や家庭の事情,地 域社会の連帯の稀薄,価 値観

の世代差,目 的に沿う施設の欠如など困難な問

題が山積 している。

(3)社 会奉仕活動

奉仕はボランティア活動である。今 日の老人

層は明治以来長い生涯を通 していろいろな奉仕

活動の体験をもっている。この老人会で も創立

以来環境整備の一環として,地 区入口にあるバ

スターミナルと中央児童公園の清掃作業を毎月

2回(隔 週火曜日の朝)つ つ行っている(自 治

会も地区内をそれぞれ分担 して環境美化に力め

ている)。S。63年 には奈良シルクロー ド博が開

催されたので,更 に回数をふやし毎週1回 実施

し市当局の要請にもこたえた。会員の老令化が

進んだので"無 理をしては…"と の声が一部に

はあるが,"た とえ1人 になって もやろう"と

頑張っている。現在,冬 季は8名 位が出役する

が,暖 かくなると15名前後にふえる。清掃後の

すがすが しい気持はまた格別である。ただ残念

なのは一部の住民がタバコの吸殻をポイ投げし

たり,子 供達がジユース缶や紙屑を無意識に投

捨てる傾向である。"清 掃するもの"と"汚 す

もの"の イタチゴッコの続 くことが慨かれる

が,そ れをな くす には廃棄物入れ設備の充実

と,市 民(子 供達をふ くめて)の 社会的モラー

ルの向上が期待 される。

最近,老 人パワーの活用が強調されている。

しか し老人に可能なシルバー産業の開発や情報

提供はほとんどみられない。老人パワーとして

注目されるのは,① 弱い労働力でも過去の経験

に照らして十分に対応できる仕事がある。例え

ば古文書資料の閲読 ・浄書作業,講 演会の講

師,書 籍の翻訳,郷 土史の編ざん等々。②歴史

的伝承遺産や技術 の保存活動,例 えば郷土舞

踊,歌 謡,神 楽,年 中行事など。③誰でももっ

ている老人の知恵といわれるものの堀起 こしと

その伝承。価値観の相違 もあるが,若 い世代 と

のギャップは餘 りにも大きく,断 絶に近い。日

常生活の躾iけ(言 葉づかいや作法),嫁 に行 く

ときの心構 えなど,家 族が十分にその機能を果

た しているか否か,老 人世代の杞憂であるかも

知れないが,や はり気になるところである。

3.地 域社会との交流

老人会のメンバーは誰一人としてこの地で生

まれ育った ものはない。各地で人生の半ば以上

を過ごした者たちの寄合いの街なのである。近

隣同志で も"出 会えば挨拶する"程 度の交際に

す ぎない(表5参 照)。 そのような,い わば都

市的生活様式に対する考え方をきいてみると,

定住後10年 未満の者でも76%が"そ れではいけ

ない"と 答え(定 住10年 以上の者で70%),総

じて建前上は疎遠な近隣関係 を否定 している

が,現 実には10年以上住んで も"地 域のぬ くも

りを感 じない"と いう人が多い。比較的若い,

小 ・中学生をもっている主婦層は,P・T・Aや

生協活動,子 供同志の交際を通 して親 しい友人

をもっているが,現 在の老人層は概 して友人が

少なく,定 住10年 以上の人でも親 しい友人をも

つ人は3分 の1に 過ぎない。

以上は個人を単位としてみた社会関係の1端

であるが,1つ の組織としての老人会は地域内

の他の組織 とどのような交流をもっているか,

について紹介 してみたい。

地域社会の中枢的組織である自治会(7箇 あ

る)と 老人会 との交流はとくに行われていない

(この点ムラ社会と著 しくことなる)。単位 自

治会内部においても老人層 との交流はないよう
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表5隣 近所との交際の仕方(%)

交 際 の 程 度
定 住 後

10年以 内

定 住 後

11年 ～
計

イ.時 々行 った り来た りして話合 う 4(19) 2(7) 6(13)

ロ.立話す る程度のつ き合 い 4(19) 8(30) 12(25)

ハ.出 合 った時に挨拶 する程度 10(48) 16(59) 26(54)

二.話 し合い も挨拶 もしない 0 1(4) 1(2)

無 回 答 3(14) 0 3(6)

計 21(loo) 27(loo> 48(100)

[注]S63.10,N老 人 会 の ア ンケ ー ト調査 に よる。

あ る。N老 人会 と地区 自治会連合 との共催

でS.62年 秋,双 方か ら幹部が出席 して第1回

の交流会を行なったが,過 去のいろいろな経緯

もあ り双方がやや固くなった嫌いがある。司会

者は"出 会ったことに意味があった"と まとめ

た ものの,そ の後再開の機が熟さず今 日にい

たっている。

次 に考えられるのは老人層(会)と 子供層(小

中学生たち)と の世代間交流である。この点に

ついて最近N.小 中学校側は運動会や文化祭を

通 しての老人会 との交流を提唱され,平 成元年

秋には運動会への招待があ り,ま た文化祭には

老人会からの出展を要望された。この機会に同

好会員の作品一写真 ・書画,手 芸品や俳句史3

冊が出品された。この試みは学校側の研究テー

マに基づ くものであるが,そ のきっかけは,当

地区社会福祉協議会会長の積極的勧奨であっ

た。

以上のような行事を通 しての交流のほか,さ

らに基本的に重要なのは,日 常生活における交

流であろう。老人 と子供達が出会った時の挨拶

の交換,時 には老少が清掃奉仕作業 を共 にす

る,あ るいは老人 と子供達とが互いに話合 う機

会をつ くる等々,価 値観のズ レはあるに して

も,老 人層の生活経験による知恵は学びとって

ほしいものである。

この団地の"ま ちづ くり"に は餘 り見 るべ き

ものがない。N住 宅管理組合(世 帯の9割 以上

をカバーする)は,"住 宅地内共同施設等の維

持管理並びに住宅地の適正使用,環 境保全 を目

的とする"(組 合規約第2条)も のであ り,団

地住宅環境の整備に努力 している。公園緑地の

清掃美化(最 近は犬の糞や家庭ゴミの不法投棄

に悩まされている),自 転車置場の整正 などど

こでも問題 となっている。物的自然的環境の美

化はその根底をなす社会的モラールの高揚,個

人の自覚に俟つよりほかにはない。ハー ドな施

設整備を進めると同時に(例 えば奈良市 は観光

都市でありながら公園にトイレの数が少い,こ

の団地にもいくつかの児童公園があるが トイレ

の設備は全 くない),ソ フトな面で市民モラー

ルの向上が期待されるのである。
"まちづ くり"に ついて将来を展望 した施策

はこの団地に関する限 り見 るべ きものが少い。

多忙な現役を終えた熟年層の人びとが(60～70

才)心 機一転点取組むべ き課題である。

第3節 現代老人層 のライフステ ージ

1.家 族生活における老人の疎外

権威主義的な家族制度の下でも,親 夫婦 ・子

夫婦 という2つ の核家族的結合が内包されてい

た。その場合,相 互に時折対立することもあっ

たが,い わゆる家長の権威により,あ るいは賢

明な姑 と嫁の和合によって,よ り大なる家とし

ての統合を保ち得た。しかし今 日の家族生活で

は,家 制度の下で影の薄かった複数の核家族的

意識が自覚的な形で顕在化 し,嫁 と姑の対立関

係を内包 しつつ新 しい核家族 と古い核家族との

共存 という形になってきた。家族 としての住み
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方(居 住空間)か らその役割構造,家 計費負担

の構造,社 交構造,と きには政党支持や信仰の

自由にいたるまで,相 互の知的理解と譲歩,情

緒的寛容 と接近につとめなければ,平 和 な家族

生活を営み得ない状況 となっている。とくに夫

を失った老婦(母)の 場合,孫 には最も快適な

部屋が与 えられるのに,自 分 は玄関わきや奥

まった部屋で我慢 しなければならない状況があ

る。その一室も狭 くて友達を招きいれることも

出来ず,家 族からは友人の来訪を暗に禁止 され

ているという事態も多いのである。友人同志の

相互訪問など到底出来ないのである。家族 との

日常対話はせいぜい夕食のときだけであ り,あ

とはさっさと自室に引上げねばならない(賢 明

な母親は子供の前で老母の悪口を言わず,と し

よりを大切にすることを教える。すると孫 も老

母をいたわ り話も交 して親 しんで行 くが,そ の

ようなケースは少いと思われる)。

最近の主婦層の多 くは,住 宅ローンや子供の

教育費に追われてパー ト勤務を余儀な くされて

お り,子 供の下校時刻は遅 く,帰 っても個室に

閉 じこもった り塾通いである。老母は食事の準

備や清掃,留 守番役 をつとめなければならな

い。"忙 が し過 ぎて疲れる"と 訴える老人会員

は20%以 上にも達 している。"体調が悪 くて気

が重い"と いう人 も10%以 上ある。現代版"お

ばすて山"に 近い状況は今 日の都市生活のなか

にもあると推察されるのである。経済的支えの

ない場合,現 代老人層一 とくに失を亡 くした老

婦の生活はまことに惨めである。老後の安 らか

な生活を期 して戦前 ・戦後の苦難に耐えてきた

だけに,そ の失望 と孤独感は深い筈である。

2.現 代老 人層 の ラ イ フ ステ ー ジ

世代間の価値観の相違はいつの時代 にも存在

したと思われるが,経 済的 ・社会的 ・文化的変

動の著しい現代では,価 値観の質的差異 とそれ

に伴 う情緒的違和感が極度に顕在化 した。個人

のライフスタイルとともに,そ の個人が生きて

来た時代的背景一いわばそのライフステージを

考慮 しない と,人 間の相互的理解が不可能 と

なってきた。わたしは,自 らの所属する老人会

員のよりよき理解のために,全 会員のコーホー

トを制 作 して み た 。(図1参 照)

(1)A,Bコ ー ホ ー ト(M.45年 以 前 出 生者)

こ れ らの 人 び とはS.15(1940)年 ご ろ まで に

結 婚 し(結 婚 年 令 を25才 前 後 とみ る),20才 代

に第2次 大戦(1940～45)時 代 を生 きた。 こ の

前 後 に 数 人 の 子 育 て("生 め よ殖 やせ よ"の 時

代)を し,物 心 両 面 にわ た って 言 い知 れ な い苦

難 の 日々 を過 ご したの で あ る。 この コ ー ホ ー ト

に所 属 す る会 員 は全 体 の70%に 達 す る 。

(2)Cコ ーホー ト(T.1=1912年 以後の大

正生 まれ)

A・B層 のライフステージの社会的背景はC

層の人びとにも一部共通であるが,こ の層の場

合 は戦時下の生活体験よりも,苦 しくはあった

が終戦直後の平和時の生活体験の方がプリマー

トであると考える。戦争 と平和は二律背反であ

る。戦後の10年間,物 質の乏しい時代に子育て

を経験 したCコ ーホー トの人びとは,A・B所

属の人びとに比べるとなお,戦 争におびえ,食

糧 に飢えた経験がないだけでも,め ぐまれたラ

イフステージを生きてきたといえよう。

以上,A・B層 に属するわた し達老人会員の

子供達 も,現 在すでに40～50才 台である。わが

国を支える現役層の中核である。これ らの人び

とは6.3制 教育を受け,わ が国経済の高度成

長期 に子育てを経験し,自 らもまた物の豊かな

時代 を享受 してきた。そのライフステージは70

才以上のA・B層 の人びとのそれ とは著 しく異

なっている。物の豊かさと民主主義的価値観の

滲透 による社会的風景の差異が 目だつ。

さらにC層 の子供達,す なわちわれ ら老人A

・B層の孫の世代に入ると,"物 が栄えて心が枯

れる","甘 えの構造,ブ レーキのきかなくなっ

た精神構造"な どと批判 される状況へ と推移 し

た。この孫達 とその親夫婦 と,70才 以上の老令

者との共存一それぞれ異 ったライフステージを

経験 したこれら3世 代の"家 族における共存",
"社会における共存"

。価値観の葛藤のはざまで

余生 を過 ごしているのが今 日の老人の姿であ

る。老人問題の焦点はこの1点 に集約される。
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あ と が き

以上,わ た しの所属するN老 人会の現況と問

題点2,3,に ついて述べた。発足以来13年,

すでに40名の死亡者を出し,元 気のよかった人

びとも加令 とともに身体諸機能の老化を訴え,

入院 ・通院を繰返 している。60才代の新規加入

をみない限り会その ものの体質老令化は避け難

い。然るにわれ らの後継者である60才代の熟年

層は,退 役後特有の心情 もあってか,老 人会な

どに加入する積極的意志はないようである。在

職中の親 しい人間関係を失いつつ も,余 生 を托

すべき現在の団地生活にはそれを求むべ くもな

い。閉鎖的生活状況のなかで趣味に生きるもよ

い。併 し1歩 を進めて,地 域社会の連帯性構築

のため積極的な動 きを開始 してほしい。それが

熟年 にふさわ しい生 き方ではないだろうか。
"ムラ社会に回帰せ よ"と はいわないが

,新 し

い都市社会の生活の仕方を模索すべ き時期に来

て い る,と わ た しは考 え る。

(1990,2,12)
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